
○豊田市心身障害者扶助料支給条例 

昭和３８年３月２５日 

条例第９号 

改正 昭和４０年３月２３日条例第１９号 

昭和４１年３月２５日条例第９号 

昭和４２年３月２４日条例第１４号 

昭和４３年３月１９日条例第１０号 

昭和４３年１０月３日条例第２８号 

昭和４４年７月４日条例第１９号 

昭和４５年１０月１日条例第５０号 

昭和４６年３月３０日条例第２０号 

昭和４６年９月３０日条例第５０号 

昭和４８年３月３１日条例第２１号 

昭和５０年３月２５日条例第１７号 

昭和５１年３月２７日条例第１２号 

昭和５２年３月３１日条例第１４号 

昭和５３年３月３１日条例第１４号 

昭和５６年３月３１日条例第２０号 

昭和６１年３月３１日条例第１３号 

平成４年７月１日条例第２２号 

平成５年３月３１日条例第１４号 

平成８年３月２９日条例第１４号 

平成１０年３月３０日条例第１５号 

平成１１年３月２９日条例第４号 

平成１３年３月３０日条例第５号 

平成１６年１２月２７日条例第１２８号 

平成１８年３月３０日条例第２８号 

平成１８年９月２９日条例第６９号 

平成１９年３月３０日条例第１７号 



平成２１年１２月２４日条例第６０号 

平成２３年１２月２８日条例第４２号 

平成２４年３月３０日条例第１１号 

平成２４年３月３０日条例第２２号 

平成２４年１２月２７日条例第８５号 

平成２７年１２月２５日条例第６４号 

（目的） 

第１条 この条例は、社会保障の理念に基づき心身に障害がある市民に心身障害者扶助料

を支給することによって、福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「心身障害者」とは、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２

８３号）第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、知的障害者福

祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更生相談所又は

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条第１項に規定する児童相談所におい

て療育手帳の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５

年法律第１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た者をいう。 

（支給要件） 

第３条 この条例により心身障害者扶助料（以下「扶助料」という。）を受けることので

きる者は、本市に居住し、住民基本台帳に記録されている心身障害者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１１条各号に掲げる施設、学校等に入所し、又は就学し

ている心身障害者で、その保護者（心身障害者を養護し、かつ、生計を維持している者

をいう。以下同じ。）が本市に居住していないものには、扶助料を支給しない。 

（扶助料の種類及び額） 

第４条 扶助料の種類及び額は、次のとおりとする。 

（１）身体障害者扶助料 

身体障害者手帳障害級別区分 月額 

１級・２級 ４，５００円

３級 ４，０００円



４級～６級 ２，５００円

（２）知的障害者扶助料 

療育手帳障害程度区分 月額 

A ４，５００円

B ４，０００円

C ２，５００円

（３）精神障害者扶助料 

精神障害者保健福祉手帳障害等級区分 月額 

１級 ４，５００円

２級 ４，０００円

３級 ２，５００円

２ 前項の規定にかかわらず、前条の規定により扶助料の支給要件に該当する者（以下「受

給権者」という。）が同項各号の二以上に該当する場合は、当該受給権者の選択により、

当該扶助料のいずれかに限り支給を受けることができる。 

（申請及び審査） 

第５条 受給権者が扶助料の支給を受けようとするときは、規則の定めるところにより市

長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその審査を行い、支給の可否を決定し、

当該申請者に通知するものとする。 

（扶助料の改定） 

第６条 前条第２項の規定による支給の決定を受けた受給権者（以下「受給者」という。）

は、その障害程度に変動を生じた場合は、直ちに変更に関する事項を市長に届け出なけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の届出を受理したときは、その障害の程度に応じて、届出のあった日の

属する月の翌月から当該扶助料を改定する。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長はその障害の程度の変動により当該扶助料の額に変更

があることを確認した場合は、当該確認をした日の属する月の翌月から当該扶助料の額

を改定することができる。 



（扶助料の支給） 

第７条 扶助料の支給は、受給権者が第５条第１項の規定により市長に申請した日の属す

る月の翌月から始め、扶助料を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 

（扶助料の管理） 

第８条 受給権者が、第５条第１項に規定する扶助料の申請及び前条に規定する扶助料の

受給ができない事由にある場合は、保護者が扶助料の申請及び受給管理をすることがで

きる。 

（失権） 

第９条 扶助料の受給権は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消

滅する。 

（１）死亡したとき。 

（２）本市に居住しなくなったとき。 

（３）心身障害者でなくなったとき。 

（４）第３条第２項の状態となったとき。 

（支給停止） 

第１０条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該期間中、扶助料

の支給を停止する。 

（１）刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたとき。 

（２）老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人ホー

ム又は同法第２０条の５に規定する特別養護老人ホームに入所したとき。 

２ 市長は、受給者の前年（１月から６月までの間に申請する者にあっては、前々年とす

る。）の所得が規則で定める額を超えるときは、その年の８月分から翌年の７月分まで、

扶助料の支給を停止する。 

（施設、学校等への入所者又は就学者に対する特例） 

第１１条 心身障害者で、次に掲げる施設、学校等に入所又は就学のため市外に居住した

ものについては、規則で定めるところにより、第９条第２号の規定にかかわらず、本市

に居住しているものとみなす。 

（１）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第３８条に基づく保護施設 

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律



第１２３号）第５条第１１項に規定する障害者支援施設 

（３）児童福祉法第３８条に規定する母子生活支援施設、同法第４２条に規定する障害

児入所施設 

（４）職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第１項第５号に規

定する障害者職業能力開発校 

（５）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に基づく特別支援学校 

（支払未済の受給者の特例） 

第１２条 受給者が死亡した場合は、その者が支給を受けるべき扶助料で、その支給を受

けていない分については、受給者の遺族（遺族がいないときは、葬祭を行った者）に支

給する。 

（譲渡及び担保の禁止） 

第１３条 扶助料の受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。 

（報告の聴取） 

第１４条 市長は、第５条第２項の決定を行うため必要があると認めるときは、当該申請

者その他の関係人に対し、報告を求めることができる。 

２ 市長は、扶助料の受給者に対し、定時又は随時に扶助料の支給に必要な報告を求める

ことができる。 

３ 正当な理由がなくて前２項の要求に応じない者に対しては、市長は、その者がその要

求に応じるまでの間決定を留保し、又は扶助料の支給を停止することができる。 

（扶助料の返還） 

第１５条 市長は、偽りその他の不正な行為により扶助料の支給を受けた者があるときは、

その者から支給した額の全部又は一部を返還させることができる。 

（時効） 

第１６条 扶助料の受給権は、２年を経過したときは時効によって消滅する。 

（期間の計算） 

第１７条 民法（明治２９年法律第８９号）の期間に関する規定は、この条例又はこの条

例に基づく規則に規定する期間の計算について準用する。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和３８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日に本市に居住する者は、第３条第１項の規定にかかわらず、引き

続き３年以上居住したものとみなす。 

（町村の編入に伴う経過措置） 

３ 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町

及び東加茂郡稲武町（以下「旧町村」という。）の編入の日（以下「編入日」という。）

前に藤岡町在宅心身障害者扶助費支給条例（昭和４７年藤岡町条例第１３７号）、小原

村在宅心身障害者扶助費支給条例（昭和４７年小原村条例第２６号）、足助町在宅重度

障害者扶助費支給に関する条例（昭和４８年足助町条例第９号）、下山村在宅心身障害

者手当支給に関する条例（昭和４７年下山村条例第３７号）、旭町在宅障害者扶助費支

給条例（昭和４６年旭町条例第１号）又は稲武町重度障害者手当支給条例（昭和４７年

稲武町条例第３号）の規定によりなされた認定、申請その他の行為は、この条例の相当

規定によりなされた認定、申請その他の行為とみなす。 

４ 編入日の前日に旧町村に居住し、住民基本台帳法により記録され、又は外国人登録法

により登録され、かつ、現に心身障害者である者で、この条例の規定により受給権者と

なるものについては、第７条の規定にかかわらず、平成１７年６月３０日までに市長に

申請し、扶助料の支給の決定を受けた場合に限り、同年４月分の扶助料から支給するも

のとする。 

（昭和４０年条例第１９号～昭和６１年条例第１３号の改正附則 省略） 

附 則（平成４年７月１日条例第２２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年３月３１日条例第１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の豊田市心身障害者扶助料支給条例（以下「新条例」という。）の規定は、平



成５年４月以後の月分の扶助料の支給について適用し、同年３月以前の月分の扶助料の

支給については、なお従前の例による。 

３ この条例施行の際現に扶助料の支給を受けていない者で、新条例の規定により受給権

者になるものは、新条例第７条の規定にかかわらず、平成５年６月３０日までに市長に

申請し、支給の決定を受けたときに限り、同年４月分の扶助料から支給するものとする。 

附 則（平成８年３月２９日条例第１４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶助料支給条例の規定により扶助

料の支給を受けている者については、改正後の豊田市心身障害者扶助料支給条例の規定

は、平成９年４月以後の月分の扶助料の支給について適用し、同年３月以前の月分の扶

助料の支給については、なお従前の例による。 

附 則（平成１０年３月３０日条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で改正後の豊

田市心身障害者扶助料支給条例（以下「新条例」という。）の規定により受給権者とな

るものは、新条例第７条の規定にかかわらず、平成１０年６月３０日までに市長に申請

し、支給の決定を受けた場合に限り、同年４月分の扶助料から支給するものとする。 

附 則（平成１１年３月２９日条例第４号） 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１３年３月３０日条例第５号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１６年１２月２７日条例第１２８号） 

この条例は、平成１７年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月３０日条例第２８号） 

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律（平成１７年法律第５０号）の



施行の日から施行する。 

附 則（平成１８年９月２９日条例第６９号） 

この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成１９年３月３０日条例第１７号） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月２４日条例第６０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月２８日条例第４２号） 

この条例中第１条、第３条、第５条、第７条、第９条及び第１１条の規定は公布の日か

ら、その他の規定は平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第２２号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月３０日条例第１１号） 

この条例は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２７日条例第８５号） 

この条例中第１条、第４条、第６条、第８条、第１０条、第１２条、第１３条、第１５

条及び第１７条の規定は平成２５年４月１日から、その他の規定は平成２６年４月１日か

ら施行する。 

附 則（平成２７年１２月２５日条例第６４号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


